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過去の実地指導における不適合事項一覧（介護老人保健施設　※短期入所療養介護を含む。）

不適合事項
（項目）

不適合事項
（詳細）

根拠法令 指導内容

設備

設備（サービス・ステー
ション）について

指定基準第３条第１項 ４階に設置されているサービス・ステーション内に物品等が置かれ使用できない状態にあり、療養室のある階ごとに
サービス・ステーションが設置されていない。
室内を整理整頓し、サービス・ステーションとして使用できるよう原状回復し、介護・看護職員が入所者のニーズに適
切に応じられるようにすること。

運営
苦情処理について 指定留意事項　第４の２

８（１）
相談窓口、苦情処理体制及び手順等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置に関する掲示がなされ
ていなかったので、掲示すること。

報酬

介護保険施設サービス
費について

施設基準五十五　イ
（１）（四）

介護保険施設サービス費（Ⅰ）の介護保険サービス費（ⅲ）を算定できる施設の要件として、当該施設から退所した
者の退所後３０日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情
報提供を受けることにより、当該退所者の居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録している必
要があるが、当該記録中、退所者の居宅における生活が継続する見込みである旨の記載がなかった（記載が不明
瞭であった）。今後は漏れなく記載すること。

報酬

在宅復帰・在宅療養支
援等指標（入所前後訪
問指導割合）について

報酬留意事項第２の６
(２)で準用する３(１)②ハ
ｃ（ｄ）

介護保険施設サービス費（Ⅰ）の介護保険サービス費（ⅲ）を算定できる施設の要件である在宅復帰・在宅療養支
援等指標の１つである入所前後訪問指導割合を算出するに当たり、当該指導については、退所後生活することが
見込まれる居宅を訪問し、入所者及びその家族等に指導を行い、その指導日及び指導内容の要点について診療録
等に記録することとされているが、家族への指導に係る記録が確認できないものがあったので、今後は、家族への
指導に関しても記録すること。

報酬

在宅復帰・在宅療養支
援等指標（理学療法士
等の配置割合）につい
て

報酬留意事項第２の６
(２)で準用する３(１)②ハ
ｆ（ｄ）

介護保険施設サービス費（Ⅰ）の介護保険サービス費（ⅲ）を算定できる施設の要件である在宅復帰・在宅療養支
援等指標の１つである理学療法士等の配置割合を算出するに当たり、理学療法士等が当該３月間に勤務すべき時
間数の算出を、１週間に勤務すべき時間数を７で除した数に当該３月間の日数を乗じた数を用いていなかったの
で、今後は改めること。

報酬

退所時情報提供加算に
ついて

報酬留意事項　第２の６
（１９）②イ

退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、Ｈ１２老企第４０号の
別紙様式２に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付することとなっているが、所定の様式により作
成されていなかったので、今後は所定の様式にて作成すること。
また、当該文書に主治の医師が所属する医療機関名を記載すること。

報酬
送迎加算について 報酬基準　別表９イ注１

２
短期入所療養介護の送迎加算について、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と
認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行う場合に加算するものであるので、送迎を行うこと
が必要と認められる事由を記録しておくこと。

指定基準：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第40号）
指定留意事項：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成12年3月17日老企第44号）
施設基準：厚生労働大臣が定める施設基準 (平成27年3月23日厚生労働省告示第96号)
報酬基準：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)
報酬留意事項：指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等
　　　　　　　　  　に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月8日老企第40号）


